
決決  算算  報報  告告  書書  

第１８期
自  平成２８年１０月１日
至  平成２９年９月３０日

特定非営利活動法人 日本生前契約等決済機構 

東京都千代田区麹町四丁目５番１０号 

麹町アネックスビル２０１号  

	 第２２期
自	 令和 ２ 年１０月１日
至	 令和 ３ 年９月３０日



ご 挨 拶 

 
第２２期決算報告書が、令和３年１１月２５日開催の定時社員総会において

承認されましたので利用者の皆様に送付申し上げます。 
 日本生前契約等決済機構（以下決済機構という）は、生前契約受託機関であ

るＮＰＯりすシステムの「生前契約」の仕組みと活動に賛同する公証人経験者

を中心に、弁護士、公認会計士、社会保険労務士、生前契約アドバイザーなど

によって構成されております。また、決済機構は入会金と国債利息・寄付金な

どによって運営され、志を同じくする利用者の皆様によって支えられておりま

す。 
 
決済機構の主な業務は、次のとおりです。 
（1） 利用者の皆様がＮＰＯりすシステムに、各種生前サービスや死後の事務

処理を委任されるにあたって、皆様から預託された預託金等の管理・運

用を行います。 
（2） ＮＰＯりすシステムの行った業務を確認し、その経費等の支払を代行し、

これをご利用者に報告します。 
（3） 公正証書遺言の執行者として、相続財産の換価・遺贈を実行し、その状

況を相続人・受遺者の皆様に報告します。 
（4） 生前契約アドバイザー、成年後見コーデイネーター資格の認定を行いま

す。 
また、決済機構はこれまでに、ユニセフやフルブライト財団、故人の出身校な

ど、多くの法人や団体に、亡くなった方の遺志に従って、寄付を行っておりま

す。 
 
決済機構がお預りした預託金は、安全を確保するため、その 70％以上を国債

及び政府保証債で保有しております。更に、決済機構の決算報告書を毎年各位

にお送りしております。 
 

今後とも、生前契約のシステムが、ますます健全に発展するよう、役員一同な

お一層尽力いたす所存です。引き続きご指導、ご支援のほどお願い申し上げま

す。 
特定非営利活動法人 日本生前契約等決済機構 

理  事  長    長  吉  泉 
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監 査 報 告 書 

 
 

私達は、第２２期（令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで）の特 
 
定非営利活動法人日本生前契約等決済機構に係る事業報告及び決算報告（活 

 
動計算書、貸借対照表及び財産目録）を監査の結果、いずれも適法かつ適正 

 
であることを認めます。 
 
 
 
令和３年１１月２５日 

 
 
               監 事    清 水  勇 男  ㊞          
 
             監 事    渡 部  正 和  ㊞    




